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令和８年度処遇改善加算の根拠資料について

1. この解説では、加算の名称を下記のように整理します。

2. 処遇改善加算に関しては、下記の資料を参照しております。

＜介護＞障障発0 3 3 1 第１ 号 こ支障第7 8 号 令和８ 年３ 月3 1 日

「福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順

及び様式例の提示について」（令和８年度分）

https://www.pref.kyoto.jp/shogaishien/documents/20260331r8

shogukaizentuti.pdf

介護職員等処遇改善加算

福祉・介護職員等処遇改善加算

＝処遇改善加算・
加算
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https://www.pref.kyoto.jp/shogaishien/documents/20260331r8shogukaizentuti.pdf
https://www.pref.kyoto.jp/shogaishien/documents/20260331r8shogukaizentuti.pdf


計画書の概要
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⚫ 計画書はあくまで「加算の予定」

– 実際の加算は、請求した報酬によって確実に計算・入金される

– 報酬の増減によって、加算額が計画書の内容と異なっても差し支えない

⚫ “別紙様式２”を使用

– 介護と障害で書式が異なるので注意（サービス名のプルダウンで確認可能）

– 法人内で複数事業所まとめて提出も可能 →合算して運用できる

⚫ 令和8年度は、個票が「４，５月」と「6月以降」で分かれる

– 加算率の上乗せや新規に対象サービスが拡大するのは6月以降

– 4，5月は令和7年度と同様



計画書の提出期限
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⚫ 令和８年４月及び５月の処遇改善加算の算定に係る処遇改善

計画書の提出期日は、当該障害福祉サービス事業者等における

令和８年６月以降の算定に係る処遇改善計画とあわせて、

令和８年４月15日とする。←原則こちら

⚫ 加算新設事業所のみが所属する障害福祉サービス事業者等など、

令和８年４月及び５月分は処遇改善加算を算定しない障害福祉サービス事業者

等が、令和８年６月以降に処遇改善加算を算定する場合、当該事業者について

は、処遇改善計画書の提出期限は、令和８年６月15日とする。 



計画書の書き方

―基本情報入力シート・個票―
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計画書 作成にあたっての入力シート等の説明①
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⚫ はじめに「基本情報入力シート」に入力することで、加算の対象事

業所に関する基本的な情報が、各様式に自動的に転記される

⚫ 「様式2－１（総括表）」を完成させるには、「基本情報入力シート」と

「個票（様式2-2や2-3）」から転記される情報が必要。

基本情報の次は個票のシートを完成させること

入力および提出の流れ

基本情報
入力
シート

別紙様式
２－２
(個票（4，5月））

別紙様式
２－３
(個票（６月）以降）

別紙様式
２－１
(総括表）

提
出
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⚫ 各様式については、色のついたセルにのみ必要事項を入力

⚫ Excelの白いセルには関数が入力してあり、情報や数値が

自動計算・自動転記される仕組みとなっている。

白いセルには直接入力しないよう注意する

計画書 作成にあたっての入力シート等の説明②

＜基本情報入力シート＞

＜別紙様式2-2・2-3＞



基本情報入力シート 「１ 提出先に関する情報」、「２ 基本情報」
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複数の提出先がある場合、
提出先ごとに「加算提出先」
の欄を修正する。

必要事項を記入



「３

加
算
の
対
象
事
業
所
に
関
す
る
情
報
」
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サービス名は
プルダウンから選択

障害：一月あたり障害福祉サービス等報酬総額［円］



一月あたりの報酬総額の計算
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「一月あたり障害福祉サービス等報酬総額」の出し方

⚫ 事業を継続して運営しており、報酬が一定に近い（増減幅：小）

→１年分（前年１月から12月）のサービス別の介護報酬総額を

１２で割って1か月あたりの標準（平均）の報酬額を出す

⚫ 新規開設直後等で、単位数の大きな増減が見込まれる場合

→現実に近づけるために、増減を見込んだ数値を設定してよい

例：現在1,000,000円だが、今後200,000円増える見込み

＝「一月あたり 1,200,000円」として計画書を作成



基本情報入力シート：よくあるお問い合わせ
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① 「一月あたり処遇改善加算～」は前年度算定していなければ「０」

チェックを入れて
2-2へ進む

①



別紙様式2-2 （個票（4，5月））：概要
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基本情報入力
シートより転載

算定期間は原則
令和８年４月～５月

色付きのセルが
算定に必要な要件

今年度取得する加算の区分を選択
→必要な要件が色付きセルで表示

要件を満たしていれば
オレンジセルに「〇」が出る

６月算定開始のサービスは
自動でグレーアウトされる

前年度算定していた
加算の区分を選択



別紙様式2-３ （個票（６月以降））：概要
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基本情報入力シート・
別紙様式２-２より転載

算定期間は原則
令和８年６月～令和９年３月

色付きのセルが必要な要件

今年度取得する加算の区分
→必要な要件が色付きセルで表示

要件を満たしていれば
オレンジセルに「〇」が出る



個票では、加算の予定（見込）金額が自動計算される
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加算の見込額＝３つの要素の掛け算

基本は12か月、
（年度途中の取得は、

3月までの月数）

厚生労働省
が設定1か月あたりの報酬として

標準的な金額を推計

一月あたりの
障害福祉サービス等

報酬総額

サービス別
加算率

賃金改善
実施期間

（算定対象月）
× ×

「基本情報入力シート」
「個票（別紙様式２－２、２－３）」

記載したすべてのサービスの加算の予定（見込）額の合算が
「総括表（別紙様式２－１）」に転載される



別紙様式2-2・２-３共通：月額賃金要件、キャリアパス要件
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色付きセルにエラーがあると
注意書きが表示される

令和８年度特例で猶予を利用するには
満たしている要件を選択する

加
算
の
区
分
を
選
択
す
る
と

必
要
な
セ
ル
に
色
が
付
く



加算Ⅰ・Ⅱの上乗せ要件

⚫ 【障害】次の「ア・イのいずれか及びウ」を満たしていること

– ア）現行の職場環境等要件の生産性向上に関する取組について５つ以上

取り組むこと
（必須要件：現行の⑱（現場の課題の見える化）＋㉑（業務支援ソフト・情報端末の導入））

– イ）社会福祉連携推進法人に所属していること

– ウ）加算Ⅱロ相当の加算額の２分の１以上を月給の改善に充てていること

16

→「ア+ウ」または「イ+ウ」が必要



別紙様式2-2・２-３共通：キャリアパス要件Ⅳ
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福祉・介護職員 経験・技能のある福祉・介護職員のうち、1名以上が

賃金改善（加算の上乗せ）後の賃金見込み額が

年額460万円以上であること

（処遇改善加算による賃金改善以前の賃金が年額４６０万円
以上である者を除く。）

「経験・技能がある職員」

（介護福祉士等で、
10年以上の経験が目安）

キャリアパス要件Ⅳについては、「⑦職場環境等要件」において、

全体から14以上の取組を実施している場合は、

要件を満たしているものとする。 →該当者がなくてもよい

『障障発0 3 3 1 第１号/こ支障第7 8 号「福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式
例の提示について」（令和８年度分）』より



別紙様式２-３：加算ⅠロまたはⅡロの取得
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加算Ⅰロまたは加算Ⅱロを算定する場合は、
「⑦令和８年度要件」で満たしている要件を選択する



計画書の書き方

―別紙様式2-1（総括表）―
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⚫ 各様式については、色のついたセルにのみ必要事項を入力

⚫ 白いセルには直接入力しないよう注意する

⚫ セルがグレーの箇所は要件に影響しない =×でもよい

計画書 作成にあたっての入力シート等の説明②



別紙様式２－１ １ 基本情報
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基本情報入力シート
より転載



別紙様式２－１：加算額以上の賃金改善について（全体）
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入ってくる加算を
充当して支払う
予定の金額

入ってくる予定の
加算額



別紙様式２－１：加算額以上の賃金改善について（全体）
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増加した加算額のうち、
一時金にて支払う予定の金額

増加した加算額のうち、
毎月決まって支払う
手当等の予定金額

転記される

（ｄ）は（e）毎月決まって支払う方法が望ましいが、
(e)+(f)で（ｄ）を上回ることでもよい。



別紙様式２－１：３(1) 月額賃金改善要件
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算定するサービスの
「加算Ⅳの1/2」を
合算した額

処遇改善加算の配分方法のうち、

基本給等（基本給又は決まって毎月支払われる手当）で

行う賃金改善の総額

計算された加算額 ≦ 月々で支払う予定額
となるように計画する



別紙様式２－１：キャリアパス要件Ⅰ～Ⅴ
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令
和
8
年
度
特
例
要
件
を

満
た
し
て
い
る
場
合
、

令
和
9
年
3
月
末
ま
で
に

要
件
を
満
た
す
こ
と
を
誓
約

上
段
の
セ
ル
は
個
票
（２-

２
・２-

３
）か
ら
転
記個票（２-２・２-３）から転記



別紙様式２－１：３(７)職場環境等要件
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令和8年度特例要件を満たしている場合は、
令和9年3月末までに満たすことを誓約する

令和8年度特例要件を満たさない場合は、
職場環境等要件の必要数を満たす（次ページ）

加
算
の
区
分
に
よ
っ
て

い
ず
れ
か
の
要
件
が
必
要



別紙様式２－１：３(6)職場環境等要件 必要な取組の数
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加算Ⅲ・加算Ⅳ

⚫ 区分ごとに１以上、「生産性向上のための

取組」は２以上の取組

⚫ →  【障害】全体からもう1以上取組み、

合計8以上の取組が必要

加算Ⅰイ・ロ/加算Ⅱイ・ロ

⚫ 区分ごとに２以上、「生産性向上のための

取組」は、３以上の取組

うち、障害は⑱が必須。

→【障害】全体からもう1以上取組み、

合計14以上の取組が必要

⚫ 職場環境等の取組を公表（見える化要件）

実施している取組に
（令和8年度中に実施の場合は「誓約」も可）



別紙様式２－１：３(６)職場環境等要件 見える化要件
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新加算ⅠまたはⅡを算定する場合は、

職場環境等の改善に係る取組について、

ホームページへの掲載等により公表すること。

→実施している取組に



別紙様式２－１ ３(７-1)令和8年度特例要件
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個票（２-２・２-３）の判定が転記される



３(７-2)処遇改善加算Ⅱロの加算額の1/2以上を基本給等の
 改善に充てることについて
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令和8年度特例を使う場合は、
「Ⅱロ」の2分の1を月額で改善することを確認

「×」になる場合は「月額賃金改善要件」の金額を修正・増額する

自動転記



別紙様式２－１：４要件を満たすことの確認・証明
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内
容
を
確
認
し
、
チ
ェ
ッ
ク
を
入
れ
る

計画書の提出日を記入



別紙様式２－１：（確認用）提出前のチェックリスト
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オレンジセルに「×」がなければ
計画書を提出できる



処遇改善計画書等の作成・提出

⚫ 新たに算定を行う場合又は前年度と異なる区分を算定する場合

には、以下1～3の書類を提出

1. 計画書（別紙様式2-1、別紙様式2-2、別紙様式2-3）

2. 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

3. 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
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別紙様式2のほかに用意されている様式
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⚫ 別紙様式3：実績報告書

– 各事業年度における最終の加算の支払があった月の翌々月の末日までに提出

⚫ 別紙様式4：変更に係る届出

– 提出した処遇改善計画書の内容に変更があった場合(事業所の増減や、加算区分

の変更）に届け出る様式

⚫ 別紙様式5：特別な事情に係る届出書

– 経営状況が著しく悪化したなどの理由によって、事業の継続を図るために

職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合に届け出る様式

例年７月末が提出期限



令和８年度 処遇改善加算に関する情報は

京都府の公式サイト内の下記のページをご参照ください。

⚫ 【介護】介護職員等処遇改善加算に関する届出について

https://www.pref.kyoto.jp/jigyousho/tokuteishoguukaizen.html

⚫ 【障害】加算届の取扱いについて（障害者関係サービス）

– 「2 福祉・介護職員等処遇改善加算の届出について」

https://www.pref.kyoto.jp/shogaishien/syougaifukusisa-

bisutouhousyuukaiteitodoke.html

⚫ WAM NET 京都府センターの掲示板にも情報掲載されます

https://www.wam.go.jp/wamappl/26KYOTO/26ma01ma.nsf/menu?

OpenForm
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障害児も
こちら

https://www.pref.kyoto.jp/jigyousho/tokuteishoguukaizen.html
https://www.pref.kyoto.jp/shogaishien/syougaifukusisa-bisutouhousyuukaiteitodoke.html
https://www.pref.kyoto.jp/shogaishien/syougaifukusisa-bisutouhousyuukaiteitodoke.html
https://www.pref.kyoto.jp/shogaishien/syougaifukusisa-bisutouhousyuukaiteitodoke.html
https://www.wam.go.jp/wamappl/26KYOTO/26ma01ma.nsf/menu?OpenForm
https://www.wam.go.jp/wamappl/26KYOTO/26ma01ma.nsf/menu?OpenForm


きょうと福祉人材育成認証制度―京都府の支援

「きょうと福祉人材育成認証」で“宣言（登録）”をしていただくと、

処遇改善加算に関しての個別相談会（オンライン、対面、訪問）を

ご希望の日時で実施することができます。ぜひ、宣言をご検討ください。

★詳しくは ⇒ 京都福祉情報サイト https://kyoto294.net/

人材育成に積極的に取組む福祉事業所を

京都府が認証し、学生や求職者に公表します。 

認証取得に向けて、3分野17項目の認証基

準を満たせるように、専門家による相談会や

研修により京都府が支援します。

参加宣言や支援の活用は、すべて無料です。

36

https://kyoto294.net/


お問い合わせ

＜個別のご相談（書式の書き方等）＞

京都府福祉人材サポートセンター事務局 コンサルティング事業部門

（（株）エイデル研究所 京都支社／京都府事業受託会社）

〒604－0862 京都市中京区少将井町245‐2 烏丸梅田ビル8階

電話番号：075－253－0201 （受付時間：平日 10:30～16:30）

メールアドレス：kyoto-kaigo@eidell.co.jp

＜制度に関するお問合せ＞

厚生労働省コールセンター

電話番号： 【介護】050－3733－0222

【障害児・者】050-3733-0230

（受付時間：土日含む 9:00～18:00）
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